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１．開 会 

○司会 本日の審議会には、水産林業部会専門委員の方々にも御出席をいただいております。

よろしくお願いいたします。  

 次に、本日の会議の成立について御報告いたします。  

 大沼毅彦委員、川村恒雄委員、白鳥則雄委員、高橋四郎委員、永田英雄委員、早坂みどり

委員、川野泉委員、島貫文好委員、鈴木浩一委員、以上９名の委員の方は本日所用のため

欠席されておられます。  

 委員総数２６人のうち、本日は１７名の方々に出席をいただいております。  

 本会議の定足数は２分１以上でございまして、本日はこの要件を満たしておりまして、会が成

立しております。  

 ここで、議事に入ります前に、お手元の資料の確認をさせていただきます。  

 資料は、「資料１」から「資料３」までございます。また、参考資料として、産業振興審議会条例

を配付しております。資料の不足等がございましたら、係員にお申しつけください。  

 委員の皆様の御発言に当たっては、お手元にございますマイクの使用をお願いいたします。

大変御面倒をおかけいたしますが、御協力をお願いいたします。  

 会議につきましては、条例の規定に基づきまして会長が議長となり議事を進めることになって

おります。  

 四ツ柳会長よろしくお願いいたします。  

 ２．議 事  

○四ツ柳会長 おはようございます。  

 それでは、決まりによりまして、会長として議長を務めさせていただきます。  

 最近のいろいろな経済関係のニュースを聞いていますと、長かった不況もどうやら上昇に転

じて明るさが見え始めたのではないかということが言われておりますが、状況は状況として依然

としてこの先多くの努力が必要な社会情勢だと見ております。  

 その中でも、今この会議で審議しております一次産業関連は、これから２１世紀後半に目が

けて人々が安全に暮らしていくための基盤になる非常に大切な産業領域なのですが、就業人

口が減りつつあるなど、人口全体の減少の中で大変苦しい進路が予想されますので、この一

次産業を根幹のひとつとする宮城県としましては、非常に大事な領域の御審議をいただくこと

になると思います。  
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 「みやぎ海とさかなの県民条例」に基づく基本計画が審議議題でありますが、昨年の秋以来、

本会議がこれで２回目、それから部会が３回開催されておりまして、その結果を今日ここで総合

的に点検審議することになります。  

 今回は特に部会から御提案されております、いわゆる環境を視野に入れて、この水産業のフ

ィールドの中で物質循環をどうとらえてどう計画するかという視点が入った新しい案が出ており

ますので、十分に御検討いただければと思います。  

 それでは、早速議事に入りたいと思います。  

 （１）審議事項「みやぎ海とさかなの県民条例」に基づく基本計画について  

○四ツ柳会長 審議事項（１）の「みやぎ海とさかなの県民条例」に基づく基本計画の審議につき

ましては、昨年７月に開催いたしました第８回の審議会で諮問受けた後に、水産林業部会で検

討を行ない、さらに１２月に開催しました第９回の審議会で、中間取りまとめについて御議論い

ただいたわけです。その後、１月に開催した水産林業部会におきまして、最終案に向けて御検

討いただいてきております。  

 今日は、水産林業部会の谷口部会長から、これまで重ねてきました意見を調整して、最終案

としてここに報告をしたい旨の申し出をいただいておりますので、本審議会ではこの最終案に

ついて、これから御議論をいただいて、審議会として答申を取りまとめたいと考えております。  

 では、まず、議事の（１）審議事項「みやぎ海とさかなの県民条例」に基づく基本計画の最終

案について、谷口部会長から御説明をお願いします。  

○谷口水林部会長 どうもありがとうございました。  

 それでは、「みやぎ海とさかなの県民条例」につきまして御提案させていただきます。  

 この水産林業部会は平成１５年９月１９日、それから１０月２１日、平成１６年１月１５日の３度に

わたって基本計画の協議を進めてまいりました。また、平成１６年１月１４日、今月ですが、石巻

市におきまして水産業界の皆様の熱い御意見をちょうだいいたしました。それらに基づいて、

基本計画を案として作成いたしましたので、よろしく御審議をお願いいたします。  

 答申案の１ページを開いていただきます。  

 「はじめに」とございますが、この答申案を作成するに当たりまして、基本的な考え方を具体

的に提案する必要があるのではないかと考えまして、事務局と私どもの協議のもとに、この基

本計画の考え方をまず最初に「はじめに」ということで述べさせていただいております。  

 １ページ目なんですが、上の二つの段落におきましては、宮城県の水産業の全国的な位置

づけを記載しております。宮城県の水産業は北海道に次ぐ全国第２位の大きな産業でござい
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まして、この宮城県の水産業の動向は内外に非常に大きな影響力を持っておるということでご

ざいます。  

 その産業をどのようにして発展させていくのかということで、私たちは、まず基本的な考え方と

いたしまして、同じページの下から５行目、「健全で豊かな食と環境を実現する水産業の構築」

ということを基本的な考え方として提案したいと思います。この「健全で豊かな食と環境を実現

する水産業の構築」ということは、健康で潤いのある県民生活を支えるため、新鮮でおいしい

水産物を十分に供給できるとともに、次代にわたって自然と共生できる、健全で活力ある水産

業を築き合うということになります。食料産業としてばかりではなくて、環境を保全する産業とし

ても私たちは実現させていきたいと考えております。  

 次のページをごらんください。  

 先ほど四ツ柳会長からも御説明がございましたが、私たちはこの地球上で物質の循環の一

部として水産業をとらえたいと考えました。上から８行目ですけれども、「水産業はこのような水

産生物を食料として海から回収して再び陸上へ戻している唯一の産業であり、地球上の物質

循環において極めて重要な役割を果たしていると言えます」という認識のもとに、「したがって、

水産業は食料産業であると同時に環境保全型産業である。また、水産業という産業がなけれ

ば、現代社会が過剰に排出する有機物によって、沿岸の環境は著しく荒廃してしまう。したが

って、生産された水産物を県民の皆さんが積極的に消費すること、食べること自身が沿岸の環

境を健全に保つことにもつながる」という認識で、この基本計画を進めていきたいと考えました。  

 そのためには、一番最後の段落になりますが、「現在、地方分権社会を迎えようとしておりま

すけれども、財政的にも、すべてにおいて決定権を持った地方分権の社会をつくり上げていく

過程の中で、地域社会が一体となって水産業の振興に取り組む。当事者として水産業をより一

層発展させる」という認識でこの答申案を提案させていただきたいと考えております。  

 次のページをお開きください。  

 次のページは目次になりますが、全体の構成について説明させていただきます。  

 最初に、計画策定の考え方を述べさせていただきます。  

 次いで、水産業に関する現状と課題について整理した内容を述べさせていただいておりま

す。  

 ３番目に、水産業の振興に関する基本的な方針について提案させていただきます。これに関

しては、条例の基本理念に基づいた８項目の基本的な方針を提案させていただきます。  
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 また、施策の展開に当たりましては、県のみではなくて、水産業者等、あるいは県民、それぞ

れの各自の役割を具体的に提案をさせていただきたいと思っております。  

 ４番目の計画の目標ですが、各漁業種目ごとに生産量、生産額、形態、就業者数などをすう

勢値、１０年後のすう勢値を想定いたしまして、それに対してこの計画に基づいた目標値がど

の程度設定できるかということを提案させていただいております。  

 ５番目の施策の展開ですが、１番から５番、まさに宮城県の考えとして沿岸漁業を具体的にど

のように発展させていくのかという内容について説明させていただき、さらに、海外等の国際的

な課題、あるいは全国的な規模で解決を図らねばならない内容につきましては、国へ働きかけ

るという五つの柱で施策を展開するということでございます。  

 それでは、１ページ目をお開きください。  

 計画策定の考え方をかいつまんで説明させていただきます。  

 まず、この計画は中長期的な目標、基本的な方針及び総合的かつ計画的に展開すべき施

策の方向性を示すというものでございます。なお、この計画の期間はおおむね１０年後の平成

２５年としております。  

 ２ページ目の水産業に関する現状と課題でございますが、ここには、国と宮城県の両方に分

けまして、現状認識と問題点、課題を整理しておりますが、既に御説明申し上げている内容で

ございますので、この２ページ目から６ページ目は割愛させていただきます。  

 ７ページをお開きください。  

 水産業振興に関する基本的な方針でございます。まず、「施策の推進に当たって」ということ

でございます。私たちは基本的には目標年である平成２５年におきまして、具体的に１経営体

当たりの漁業生産額を増大させ、漁業所得を向上させることを具体的な目標とする基本的な考

えに立って進めたいと思っております。すなわち、水産業にたずさわっている方たちがより豊か

になっていただくということをこの計画の基本的な考え方にしたいと思っております。  

 ２番目の施策展開の基本的な方針ということになりますが、条例の基本理念に基づきまして、

○で示した８項目の重点施策を掲げています。  

 「水産資源水準の維持と水産物の安定供給」「安全で安心な付加価値の高い水産物の供

給」「水域の環境保全」「担い手の育成と生産体制の確立」「ブランド性の確立」「産学官の連

携」、それから「県民の理解」「水産業者等の自主的な取り組み」といった、この８項目にわたる

施策を基本的な方針として進めたいと思います。  
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 ３番目の施策の展開に当たっての役割ですが、従来は宮城県、すなわち、行政の責任が、

あるいはその役割のみが中心で論じられていたわけですが、この基本計画におきましては、さ

らに受益者である、また中心的に担っていただく水産業の皆様、それから県民の皆様にもおの

おのの役割を担っていただくということをぜひお願い申し上げたい。そして、この我が豊かな宮

城県の郷土への誇りと参加意識を強く、ともに持っていきたいと願っております。  

 次のページをお開きください。  

 計画の目標でございます。ここには漁業種類ごとに１０年後に、このまま行った場合のすう勢

値と施策が効果的に展開された場合の目標値を設定しております。目標値の設定には特に事

務局の方たちが大変苦労しております、例えば、この９ページ目の漁業生産量をごらんくださ

い。すう勢値が合計３４万４，０００トンに対しまして目標値は３８万トンと設定しています。１０ペ

ージ目の漁業生産額につきましては、すう勢値が８３２億円のところを目標値は９６５億円と設

定いたしました。それから１１ページを開きまして、４番目１経営体当たりの生産額をご覧願いま

す。この１経営体当たりの生産額につきましては、私どもが最も注意を払ったところでございま

して、先ほど申し上げましたように、この生産額は漁業種別に増大させる目標として、すべてす

う勢値に対して、より上積みした形で目標を設定させていただきました。  

 それから、１２ページの水産加工業でございますが、これに関しましても、平成１３年の参考値

に対して３，５００億円という目標を立てさせていただきました。  

 その次をお開きください。  

 Ａ３判１枚により基本計画を整理した表でございます。この表の一番左側は、「みやぎ海とさ

かなの県民条例に基づいた基本理念」、それから主要な方策が書かれています。その基本理

念と主要な方策に基づきまして、ただいま申し上げました現状、それからすう勢、目標を左から

２番目の枠の中に示しております。さらに、この目標達成のために、先ほど来申し上げてきまし

た８つの施策展開の基本的な方針を立てております。そして、一番右側でございますが、この

基本方針を具体的に展開するための施策について５つの内容と国への働きかけとして、合計６

つのキーワードから成り立っています。そして、このおのおののキーワードに対応させて、一番

左側の主要な方策を対応させています。例えば、１番目、「量から質へ、健全な資源と環境づ

くり」のところは水産物の持続的かつ安定的な利用に向けてということで、一番左側の県民条

例と具体的な施策の展開とを対応させるような形になっております。また、６番目の「国への働

きかけ」につきましては、特に国際的な対応が必要なこととか、全国的な取り組み、広域的な資
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源管理、それから加工原料の安定的な確保等について、国の御協力を賜りたい内容について、

我々としても積極的に申し述べていくというぐあいに考えています。  

 それでは１３ページをお開きください。  

 このページには、施策の展開の内容について、特におのおのが個別に行うのではなくて、密

接に連携させて、この施策を展開していくということをここで示しております。  

 １４ページをお開きください。  

 それぞれの施策の項目の中で主なものをかいつまんで説明させていただきます。  

 まず、施策の１番目の「量から質へ、健全な資源と環境づくり」でございますが、その下に条

例の関連事項が示されております。１番目の「水産資源の適切な保全と管理」でございますが、

２番目の○をごらんください。ここで「産卵親魚、幼稚魚の保護対策」ということが提案されてお

り、また４番目の○では、「漁業者自らが主体的に実践する資源管理を推進するとともに、流通

業者の資源管理への参画と協力体制を構築する」。それから、５番目の○には、「国、関係県、

大学等研究機関と連携の強化」をうたっております。つまり、水産資源の管理に当たりましては、

これまでのように漁業者だけではなくて、流通業者、あるいは大学とも緊密な連携を持っていき

たいと考えております。  

 ２番目の「水産動植物の養殖及び増殖の推進」でございますが、○の１番目に、「漁場の生

産力に基づく計画的な生産」。１５ページに入りまして○の４番目に、「サケ、マスのふ化放流

事業での健苗放流を推進する」。それから、「適切な受益者負担体制を実現する」ということで、

適正な養殖及び増殖を推進するに当たっての必要な事項をここで指摘させていただきました。  

 ３番目の「水産動植物の生育環境の保全と改善」でございますが、例えば○の３番目に「海

洋環境モニタリングの強化」、○の４番目に「外来魚の拡散防止と駆除の取り組み」。これは具

体的にはブルーギルとかブラックバスということになるわけですが、漁場環境を健全に保全する

ための施策を講じていきたいと考えております。  

 ４番目の「秩序ある海面の利用」でございますが、○の１番目「漁業調整体制の強化、操業ル

ールの定着化」。それから○の３番目「漁業と遊魚が共存する海面利用の秩序の確立等」を記

載しておりまして、正しいルールにのっとって、海をみんなが楽しく有効に利用できるように努

力したいと思います。  

 １７ページをごらんください。  

 施策の２番目の「消費者の視点に立った安全・安心な生産、販売体制の確立」です。１番目

の「安全で安心できる食品の生産・供給体制の確立」に関しましては、例えば○の２番目「トレ
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ーサビリティの導入」、○の３番目「水産業者の主体的な取り組みの促進」等で、消費者に対す

る信頼確保に努めていくような施策をとっていきたいと思います。  

 ２番目の「多様化し変化する消費者の需要に対応した供給体制の整備」でございますが、○

の１番目に「卸売市場や量販店など、小売店との連携強化」、それから、「地域密着型の流通

システムの整備を促進する」ということで、多様化する消費者ニーズを把握し、それに対する流

通体制を整備する必要があると考えております。  

 １８ページをお開きください。  

 「食の安全・安心に関する体制整備と関係機関の連携強化」ということで、１番目の○の最後

ですが、「消費者参加型の体制整備に努めます」ということで、消費者と連携し御意見を伺いな

がら、食の安心・安全を実現する施策をとっていきたいと考えております。  

 １９ページに入ります。  

 施策の３番目「高い意欲と能力のある人材育成と経営体のレベルアップ」です。１番目は、

「効率的で安定的な経営体の育成」ということですが、例えば○の１番目の「生産者の協業化

や法人化の取り組みを支援すること」○の２番目の「経営体に対する経営指導を行うこと」など

で、経営力の強化のために施設の稼働率を上げたり、コストの削減を図るための手助けをさせ

ていただきたいと思っております。  

 ２番目は、「人材の育成と確保」ということで、例えば○の２番目をごらんください。後段の「就

学者に対して体験学習などの教育的取り組みを推進する」。次のページ、２０ページの○の３

番目、２行目に「自治体や漁業協同組合の受け入れ体制の整備を行う」それから「積極的な受

け入れ活動を推進する」ということで、将来の水産業を担う人材を育てる手助けを積極的に行

いたいと思います。  

 ３番目ですが、「水産業に関する団体の育成強化」ということで、○の１番目「漁業協同組合

の広域合併を推進する」。○の２番目「漁協系統信用事業の基盤と機能の強化を推進する」と

いうことで、水産業を支える組織の運営基盤の強化に努めたいと思います。  

 ４番目の「労働環境の整備」ですが、○の１番目に、「十分な余暇を確保すること」。○の２番

目「労働条件の緩和と安全性の向上」といった、楽しく働けるような環境を整えるための努力を

進めていきたいと思います。  

 では、２２ページをお開きください。  

 施策の４番目の「地域に根ざした水産業の競争力の強化とみやぎブランドづくり」です。１番

目は、「付加価値の高い製品開発と販売の促進」でございます。内容として、○の３番目「旬の
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うまさや栄養特性などを強くアピールし、セールスポイントを明確にした販売戦略の推進」。○

の４番目「生産者団体自らによる産地感、鮮度感あふれる地域の認証販売などの取り組みの

推進」。さらに○の６番目「県民や地域との連携を強く意識し、地産地消の考え方を取り入れた

県民に愛される水産物、水産加工品の生産・供給体制の推進」を主要な内容として、消費者

に対して水産物のおいしい時期や食べ方など、水産物の持つ魅力を付加価値として県民に

愛される水産物の販売体制を推進したいと思います。  

 ２番目「研究開発と成果の普及促進」ですが、○の１番目「水産業者のニーズに対応した研

究開発の推進」つまり、より具体的に実行性のある研究開発を推進するものでございます。  

 ３番目「産業間、産学官の連携による新たな事業の創出促進」です。○の１番目「大学が持っ

ているシーズや高度な研究手法を生産現場に投入・活用すること」それと、「現場に精通した

研究者を育成すること」。○の２番目「水産業者等が自ら投資するなどして実施する研究開発

を支援する体制づくりを促進」したいと思います。具体的には宮城県が持っている産業基盤を

最大限に生かした取り組みを推進していきたいと思います。  

 ２４ページをお開きください。  

 施策の５番目です。「水産業に関する県民理解の促進と地域環境の整備」。ここには二つの

項目がございます。１番目は「生産から消費までの情報の提供・共有と食育の推進」。○の１番

目「流通関係者や消費者の理解促進に努める」。○の２番目「水産物を見る目を持ち、旬を上

手に味わうことができる宮城の消費者を育成する」。○の３番目「学校給食との連携による魚食

普及」、○の４番目「スローフードや地産地消」といった内容で、かなり部会におきましても水産

物を賞味していただくために、また利用していただくためにどうしたらいいのか。地域の文化を

どう守っていったらいいのか。そういった点から多くの御意見を賜りました。  

 漁業の生産特性、それから水産物の優れた栄養特性、地域の食文化などを御理解いただく

ための食育を推進するということです。そして、多少僣越な物言いになろうかと思いますが、優

れた消費者となっていただくことが必要ではなかろうかと思います。  

 ２番目の「漁村地域の景観及び環境の保全」に関しましては、○の３番目にありますが、「県

民参加型の環境保全活動を促進する」ということでございます。漁村地域が持つ自然と歴史の

景観を県民が一体となって、守る必要があると思います。  

 ２５ページをお開き願います。３番目「快適で住みよい地域環境の整備」、それから４番目「都

市や農山村との交流促進」ということで、特に４番目に関しましては、○の３番目「漁業と海洋レ

クリエーションの共存を図りたい」と記載しております。ここでは、都市の方々に漁村地域に親し
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んでいただき、水産業の魅力を知っていただく、ブルーツーリズム、あるいはグリーンツーリズ

ムといったものもこの中に絡めていく内容ではなかろうかと思います。  

 ２６ページをお開きください。  

 施策の５番目、「国への働きかけ」が提案されております。先ほど来申し上げておりますが、国

際的に対応が必要な取り組み、全国的な取り組みが必要なこと、例えば、広域的な資源管理、

加工原料の安定的な確保ということで、本計画を実現するために、国と協調が必要な事項に

つきましては、国に対して積極的に働きかけを行いたいと思います。  

 以上で説明を終わらせていただきますが、これ以降はまずポンチ絵をご覧願います。これは

事務局が非常に優れた能力を発揮してくださいまして、宮城県の海と水産業についての施策

イメージをつくりました。ぜひ、御参考に供していただければ幸いに思います。  

 さらに、その後のページは資料でございます。現状を分析した資料、それから一番最後に

「みやぎ海とさかなの県民条例」となっております。  

 大変雑駁でございますが、以上で基本計画の説明を終わらせていただきます。どうもありがと

うございました。  

○四ツ柳会長 谷口先生ありがとうございました。  

 大変魅力的な、先ほど私がイントロダクションで御紹介申し上げましたが、特に自然環境との

共生、連携を新しく視点に入れた計画になっているとお伺いいたしました。  

 また、あわせていろいろな情勢が悪化していく中で、この水産業関係数値もすべて現在急激

に下がっております。そういったなかにおいて目標値はそのすう勢値よりかなり努力して改善を

目指した結果ができあがっております。特に、本作業部会では力を入れてまいりました経営体、

一件当たりの所得がわずかながらも増加と言う目標を見いだしていくようなプランニングがなさ

れているため、大変ユニークでかつ魅力あるプランになっているとお聞きいたしました。  

 議論に入る前に若干の説明を事務局の方から補足させていただきます。特にすう勢値を統

計的に積算、推算した根拠とか、それから、一般の方からパブリックコメントとして意見をいただ

いておりますので、その関係の情報などを御説明をいただきます。  

 それでは、事務局からお願いいたします。  

○事務局 それでは、事務局から、簡単な御説明申し上げたいと思います。目標値設定の考え

方につきましては、後ほど御意見等が出た際に改めて御説明申し上げたいと思いますので、こ

の場では、資料の２をお開きいただきたいと思います。昨年の１２月２２日から今年の１月２０日

まで、パブリックコメントを募集いたしました。件数的にはちょっと少ないんですが、電話やメー
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ル、あるいはフアックス等で１０件ほど意見を寄せていただきました。それらの概略をまとめたも

のがこれでございます。  

 どちらかと言いますと、具体のアクショプランというものをイメージした御意見が多かったようで

ございます。まずは一番上でございますが、「施策の検討に当たって、漁業者の役割が不明瞭

じゃないか」という御意見がありました。これは具体の施策の段階で明確になるべきものでござ

います。この計画におきましては、地域社会と一体となって水産業振興に取り組む視点を重視

をしているわけでございまして、中でも水産業者の方々には、個々に掲げた各項目において、

主体的な役割を担っていただくといったようなことを想定しております。これについては特に８

ページの、「水産業者等の役割において」の記述の中で工夫をしているところでございます。  

 それから、次が「文面だけでなく、実現性のある施策とするため、施策の年次目標などがいる

んじゃないか」という御意見がございました。これも具体のアクションプランをイメージしたものと

受けとめられますが、この計画は、約１０年間の施策展開の理念と方向性を示すとものでござ

いまして、各年次において、この計画に基づいて具体的な施策を組み立てます。その結果に

ついては、年次報告書を作成しまして、毎年の振興を管理していくことになろうかと思っており

ます。  

 それから、次の御意見として、国への働きかけの部分におきまして、「将来性のある宮城の水

産業を構築するため、より積極的な働きかけが必要ではないか」という御意見がございました。

この中には、具体的な項目をもっと挙げてという意向もあったのかと思いますが、本計画では、

例えば「遠洋沖合漁業の経営安定」あるいは「水産物流通における安全・安心の実現」など、

本県水産業の振興のために国との連携が必要な事項に関してて積極的に働きかけていくとい

うことにしております。施策展開の方向づけとしては、御意見と一致した記載がなされているの

かなと思っております。これは２６ページにあるわけでございます。  

 それから、金融政策につきましては、特段の御意見がございました。「漁協系統信用事業の

基盤と機能強化が必要ではないか」との御意見が寄せられております。正しくそのとおりでござ

いまして、これにつきましては、２０ページの３の水産業に関する団体の育成強化というところで

具体的に記載してございまして、漁協系統信用事業の基盤と機能強化が不可欠であるというこ

とで、積極的に進めていくという記載がございます。  

 これはパブリックコメントとして寄せられた意見でございますが、そのほかに、委員の方々から

改めて御意見をちょうだいしている部分がございます。恐れ入りますが、２２ページをお開きい

ただきたいと思います。  
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 大きな４の「地域に根ざした水産業の競争力の強化とみやぎのブランドづくり」というところの

最初の段落でございます。上から４つ目の○「生産者団体自らによる産地感、鮮度感あふれる

地域の認証販売などの取り組みを推進します」という記述がございます。このところで、「認証」

という言葉が気になるといいますか、適切ではないのではないかという御意見をいただいており

ます。要するに認証というのは「公の機関が認めて」という意味合いがありますが、ここで言って

いるのは、生産者団体自らによる自分たちのものであるということを誇りとするといいますか、そ

ういう取り組みという意味合いが強いものであります。そういった意味では、事務方といたしまし

ては、例えば、この「認証」という言葉のかわりに、例えば、「産地の鮮度感あふれる水産物のブ

ランド性の創出のために地域が誇りとする産品の認知基準、あるいはその他のグループづくり」

そういった表現に切りかえるべきではないかといった議論をしているところでございます。  

 それから、もう１点、水産加工業の目標とすべき姿に関しまして、もう一つの御意見がございま

した。それは、これからの加工業という世界を考えたときに、わかりやすい事例でいいますと例

えば、機能性物質といったようなものを追求する健康保持のためのサプリメントの開発、その販

売といったような取り組みをも含めて、収益性の向上を目指すといったようなことも考えてはどう

かという御意見があったわけでございます。ただ、これを考えますと、水産加工業という範疇か

らかなりずれてしまうというか脱却してしまうというような意見がございまして、これについてどう

いう扱いにしようかと議論をしていかなければならないかなと思っております。  

 以上、事務局の方から補足説明申し上げました。  

○四ツ柳会長 ありがとうございました。 

  それでは、今から１１時半くらいまでを目標に、委員の先生方から、どこからでも結構でござ

いますから、お気づきの点、若しくは、ここはこうした方がもっといい案になるのではないかとい

う御意見等がありましたら伺います。  

 どなたからでも結構です。御発言を希望される委員の先生方挙手をお願いします。 

 

 それでは、私から、先ほど御意見を頂いた水産林業部会長である谷口先生にお尋ねします

が、１経営体当たりの生産額を現在よりもかなり高いところへ目標設定なさっていることと、それ

から経営体の数の試算が１０ページにございますが、この経営体の数の試算の中で、養殖業

の場合、すう勢値より目標値を減らしております。この辺どのような考え方と試算がなされてこう

いう結論に到達したか若干御説明いただければと思います。  
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○事務局 これは、これからの養殖業、一例を挙げますとノリ養殖業のようなものにつきましては、

ノリを乾燥させる機械としての乾燥機は非常に高額なものでございまして、この効率を上げて

いく、つまり稼働率を上げていくというようなことを考えますと、どうしても現在の経営体単独で

それを更新していくというのはなかなか難しい状況なわけです。したがって、その場合には協

業化という道をたどっていかなければならないということがございます。例えばそういうことから、

経営体の数としては減少していくべきであろうということでございます。  

○四ツ柳会長 ありがとうございました。  

 今のような御事情で、むしろ協業化を推進する中で、このような現象が起こるという読みをして

いる。ですから黙っておくと２，５００という数になるのを、協業化の促進のなかで２，４５０ぐらい

の経営体に維持したいということでございます。  

 どうぞ、ほかの委員の先生方どうぞ、誰でも結構でございます。  

○千葉（基）委員 大変すばらしい条例、基本計画をまとめていただいて、本当にありがとうござい

ます。私は全く門外漢ですが、いろいろなことを認識できたと思っております。その中で、特に

谷口先生が強調しておりました、いわゆる経営体の強化とでも言いましょうか、生産額をきちん

と上げていくということは、非常に重要なところだと思っております。これができないと、恐らく自

立した水産業にはなっていかないだろうと思います。  

 現状を見れば、この数字でもかなり意欲的といいますか頑張った数字だと思うんです。ただ、

もちろん構成員の数によるわけですが、これを見たときに、私は一けた数字を間違えたのかと

思ったと言いますか、企業経営で言えば多分けたが違うのではないかと思いました。ただ、現

実的な地場の経営で言えばこういったものなのだろうと思います。ですから、これでいいんだと

思いますが、ここにあるような研究開発にかかわったり、新しい事業に展開していこうと思ったと

きに、これは平均値ですから個々の企業体によっては違うかもしれませんが、この経営体の目

標値はまだ足りないのかな、少ないのかなという感じがしております。  

 そういう意味で非常に大きな目標として、１経営体当たりの生産額を上げるというところに重点

を絞って考えていくことというのは非常に重要だなと感じております。そうじゃないと、新しい展

開はなかなか、事業経営者としてはできていなかいだろうと思います。  

 ただし、さっき申し上げましたように、非常に意欲的な数字であり、個々の目標を達成すること

だってなかなか大変だということで言えば、前に農業に関して審議をしたわけですが、そういっ

たものと共通な評価として水産業、農業、林業の持つ、環境保全機能、こういったものに対する

評価というものが必要なんではないかと思います。  
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 ですから、環境保全という能力、機能の評価に対して、行政なりがいろいろな形でそれをバッ

クアップしていく、そういうことによって今申し上げたような形の１企業体当たりの生産額がきち

んと上がるのではないか。具体的に言えば従事者がきちんと報われるといいますか、そういう感

覚が持てるようにする。そういった要素も必要なんじゃないかなと感じております。以上です。  

○四ツ柳会長 ありがとうございました。  

 今のコメントに対して事務局何かありますか。  

○谷口部会長 「はじめに」のところで書いておりますが、水産業ばかりじゃなくて、一次産業すべ

てに共通すると思いますが、この水産業の環境保全機能というのは、これは単純に貨幣価値

に換算できる性格のものではないとされております。かつてのクリントン大統領時代のゴア副大

統領が書いた「地球の掟」という本に、それを計算しなければ資本主義そのものは強力なツー

ルではあるが、だめになっていくであろうということを既に訴えられておられます。御承知のこと

だと思いますが、ゴア副大統領が言われておりますように、まさに水産業そのものが持っている

環境保全機能をこれから具体的に計算していく必要があるのではないかと私たちも思っていま

す。大変心強い御意見賜りましてどうもありがとうございました。  

○四ツ柳会長 ありがとうございました。  

 そのほか何かございましたら。はい、どうぞ。  

○木村委員 木村です。  

 我々がここまでいろいろ検討してきたまとめでございます。ところで、２ページの輸入水産物

の問題で、ここでは輸入額として全体の大体２６パーセントということなんですが、実態は大体２

兆円、水産消費の４０数％が輸入だということなんです。その辺が我々漁業生産者側とすれば、

今度は２６ページの「国への働きかけ」になるわけなんです。水産物の安心・安全という問題か

ら言っても、どうも今の段階では不透明な状況を継続しているという内容なんで、この辺の問題

を最初に積極的かつ迅速な対応として、これは全国的な視野のもとでの必要性を自負してい

ます。  

 なぜかというと、この施策の振興は進めるにしても、この辺の問題点を最初に解決しないと、

目標達成はなかなか厳しい状況があるんではないかという感じがします。表示の問題について

も表示自体が一人歩きして、どこにも管理されていない、つまり内容がきちんと整っていない表

示がなされてしまう。つまり表示は表示という問題自体として、国が定めたものにしても、その表

示される内容が管理できないないなら問題です。これが、差別化販売に適さないということにな

ると、この宮城の水産というものの存在感が、ブランドをつくろうとあるいは原産地表示をしようと、
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この辺の不透明さが消費者に問われるんではないかなと感じましたので、この辺をもっと強調

しとらえていただければと感じました。以上です。  

○四ツ柳会長 ありがとうございました。  

 今、大変大事な御提言がございましたが、関連してほかの先生方、今の問題について御意

見がございましたらお願いします。  

 

 このごろスーパーマーケットに行っても、どこ産の魚だというのは書いてありますね。サケとか

いわゆる魚卵のようなものとか多様なものに実際に書いてありますが、今の御意見で、木村さ

んからごらんになって、もう少し積極的にといいますと、どんなところを具体的に進めていく必要

があるでしょうか。  

○木村委員 輸入物については、必ず通関を通るわけで、貨物として入るという部分については

きちんと把握できると思います。その辺をきちんと登録性とするなり、あるいは一人歩きしないよ

うに輸入物の差別化をできるような法律化をする、この辺をやはり訴えていくべきではないかな

と思います。  

 これは我々全魚連としても、全漁連のなかで私も政策部会に入っていますが、この辺を主張

して、今国に働きかけはしていますが、地方としてもやはり働きかけをするべきではないかなと

思うんです。この辺をまず最初に宮城から、強力に運動を展開をしていただきたいと思います。

一つ言うと競争できる土台がないと政策も「絵にかいたもち」のように目標達成は無理ではない

かなと思います。  

 なぜかと言いますと、ここ三、四年前までの浜値魚価が、輸入物での同等の品物と比べます

と、４年後の今現在は大体１００円差くらいの価格に低下しました。そうなると、やはり生産意欲

というものがなくなってくるわけで、生産意欲を持たせるためには、輸入物であっても、あるいは

国産であっても、競争力というその倫理をきちんと働けるような素材感がここにもう少し足りない

という感じがしていますので、その辺の強化をもう少ししていただければなと、このように感じま

した。  

○四ツ柳会長 ありがとうございました。  

 一次産業共通の問題があります。それから、背景に、日本社会全体の人件費的なコストの問

題なんかも影を落としていると思います。大事な基本的な問題だと思います。どうぞ関連して先

生方何かございましたらお願いします。  



 - 16 -  

○千葉（真） 委員 実は、明日、高松に出張することになったんです。なぜかと言いますと、高松

の方に２２０年続いたおしょうゆの会社があるんですが、そこの社長さんが私のところに尋ねて

まいりました。そこの会社ではだしのおしょうゆをつくったというんです。でも、だしじょうゆという

のは全国どこにでもあります。そこでは、カツオの生産量が物すごく落ちてきたということで、カ

ツオじゃない何か違うものでだしをつくれないかということで、研究開発いたしまして、シャケの

だしじょうゆというのを出したんです。ですから、皆さん聞いたことがあるかどうかわからないで

すけれども、シャケで、要するにだしをとるという技術を開発したんです。  

 高松ですからシャケがとれないので、北海道に工場をつくりまして、今北海道で生産をしてい

るんです。そこの会社は２２０年続いている会社でしたけれども、おしょうゆの売れ行きが悪くて、

とにかくシャケじょうゆに力を入れました。今現在６５万人のお客さまがいるようになりました。そ

れが、営業マンゼロ。それでも６５万人のお客さまがどんどんふえ続けているんです。実は私の

ところやってきたのは、日本では黙っていてもお客様がふえ続けているので、日本の市場はも

う営業活動をして広告を載せることもないということで、では何を考えているかというと、全世界

に向けて、このシャケじょうゆを売りたいということを考えておられたのです。実は私ニューヨー

クに会社をつくっているものですから、何としてでもニューヨーク発でやっていきたいということ

で、今プロジェクトを組んでやり始めたんです。  

 それで、私、今この「はじめに」というところで、マグロが全国一位、銀ジャケが全国一位という

数字を見て特に、この銀ジャケが全国一位ということは私は実は知らなかったんです。今物す

ごく世界が和のブーム、日本料理のブームとなっています。アメリカ人がだしをつくる時代なん

です。このシャケのだしじょうゆであれば、サーモンというのはもう物すごいアメリカ人に受け入

れられていますから、もしかしたらうまく売れていくんじゃないかなと実は思ったんです。  

 そうすると、売れていった場合、原料であるシャケが北海道だけでは生産が間に合わないん

じゃないかなとふっと今思いました。このシャケのだしじょうゆをつくる、技術はもうあちらが持っ

ているんでしょうけれども、しゃけで何かをつくるという勉強をこれからなさった方がよろしいんじ

ゃないかなとふっと思ったんです。  

 それと、子供たちにお魚を食べさせるということについてなんですが、みんなはアイディア料

理を募って、食べさせるんですけれども、子供ってなかなかアイディア料理だけでは食べ続け

ていけない。それでまず学校教育、例えば子供たちに魚に興味を持たせるようにする。それに

は、例えばシューベルトの「鱒」という曲がありますが、シューベルトはどうしてこの「鱒」という曲

をつくったのかとか、子供たちにとにかく調べさせるんです。調べさせた上で、子供は「鱒」って
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こういうことから来たんだなということで、お魚を食べてもらうようなことも考えてはいかがでしょう。

また、お魚占いというのがあるんです。お魚の食べ方で性格がわかるというのは昔から言われ

ているんです。そういう興味があることをどんどん提案してほしいと思います。また、次にお魚を

調理するための器具というのは世界中に物すごい量があるんです。そういうものをどんどん集

めてきて、お魚の資料館の中に、古いものから新しい道具、そういうものを並べて、子供たちに

見せてあげるということも考えたらいかがでしょうか。とにかく子供に魚を食べさせて育てたら大

人になったときに、やっぱり子供のときに食べたものが懐かしくなって、魚の普及につながるん

じゃないかなと思いました。  

○四ツ柳会長 ありがとうございました。  

 食の文化のこと、教育のこと等いろいろな御提言をいただきました。  

 どうぞ関連してでも独自でも結構ですから、御意見いただければと思います。  

○熊谷委員 前回も私から申し上げたことですが、旬の食材つまり地域でとれた旬の食材を地域

において食べるということ自体が本当に大切なことだということを話しました。前回のときよりもず

っとわかりやすく、簡単な文章で記載されているのですごくよかったなと思って、私は嬉しく思

っております。  

 それで、先日石巻地域の方でそういうシンポジウムがありました。その席で水産業者の方が

おっしゃっていましたが、練り製品の原材料の８割が輸入だということを聞いてびっくりしたんで

す。石巻の方では老舗と言われるかまぼこ屋さんが昨年末に閉店に追い込まれております。

大変厳しい現実なんだなと思う一方、２日ばかり前の新聞で、仙台のかまぼこ屋さんが実際に

かまぼこを焼いて、そこに消費者が来て実際焼く体験をして、その場で食べる１枚売りとかとい

うようなのが出ていました。この条例の中にもあるように、生産者とかそういう人達が自主的にそ

ういう売り方をするということにつながるのかなと思って今日出されました基本計画は大変すば

らしいのではと思いました。  

 そして、また、第一次産業に共通する多面的な機能というのも全面に押し出されておりまして、

すばらしいものじゃないかなと、私はそのように感じました。  

○四ツ柳会長 ありがとうございました。  

○佐宗委員 水産加工業をどのように扱うかというのが非常に難しい問題ではないかと思います。

先ほどの健康サプリメントの話も強いて言えば水産加工業とは何か、ここで水産加工業はどう

いうものを言うか。魚を使ったものはそうなのか。では、昆布とかそういうものを使ったらどうなの

か。あとは輸入の話。今、熊谷委員も言われたように、水産加工業は実は原材料は輸入品が
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かなり占めている実態ということで、ここで言っている宮城の水産、第一次産業の施策と相反す

ることかもしれないんです。水産加工業を伸ばすということは、その水産加工業の人達が扱っ

ているのが輸入魚であれば輸入の方がふえるわけで、そうすると、輸入先が盛んになるというこ

となので、そこら辺が輸入のものと国産のものとどこをどう育てるかというのが少しぼかされてい

るような気はします。  

 その水産加工業は何かという本質的なことがあいまいではないかということ、それから水産加

工業で扱う魚と一般の魚。つまり第一次産業の魚等の取り扱い・表示等が不明確です。例えば

トレーサビリティシステムの導入とあります。これは例えばカツオとかそういった旬の魚にはもち

ろんどこどこ産というのをずっと管理していく必要性があると思いますが、一方では水産加工品、

例えば笹かまぼこなんていうのは、原材料として今表示されているようなタラとか、そういった魚

の名前は書かれていますが、ではどこ産のたらを使っているかという表示は義務づけられてい

ません。消費者には全くどこ産のものを使っているかわからないという状況なのです。トレーサ

ビリティシステムを導入するときには、水産加工業はどう扱うかがここではわからないようです。

どのようになっているのでしょうか。  

○四ツ柳会長 これは、県で何か、水産加工業、加工品の産地トレーサビリティについて統計情

報をお持ちでしょうか。  

○木村委員 関連でお願いします。  

 今の規則、法律では、加工品については、加工場所の表示ということでぼやかされている法

律なんです。だから、先ほど私が言ったのは、そこをきちんとひもとくように最後まで表示できる

ような法律にしてほしいという運動を展開するべきだというのがそこなんです。  

○四ツ柳会長 わかりました。よろしいですか。 

○水野委員 加工品の話が出ましたので、私からもお話しします。我々の原料関係は本当に海

外が多いです。でも、我々が海外にシフトしているのは安いからでも何でもないんです。日本

近海の魚が非常に少なくなっているのが一つの要因です。日本近海の資源の使い方と海外の

資源の使い方との調整をとっていると思っています。ですから、例えばアラスカ沖が悪ければ

東南アジアのタイ近海のものを使う、タイ近海のものだけでなくオーストラリアの南などでとれる

ものもありますが、世界的なレベルというんですか、漁獲量の割合というものを広い視野で見て

います。  

 かまぼこの話に戻りますが、私ども３月から製造するかまぼこには、海域、船名も全部載せま

す。これはそういう努力をしていくわけなんです。国産であれば、宮城県産じゃなくて、宮城県
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の女川産だとか閖上産だとか、そこまで必ず義務づけて追っていきます。ただし海外の場合で

すと難しいのは海がつながっていることです。魚が移動するたびにこっち来たら日本で、こっち

からこっちはアメリカだというわけにいかないんです。海流もありますし、魚種によって泳ぐ範囲

も違いますから。産地は水揚げした港によって区別をするというんです。  

 それから、今畜肉関係が非常に問題になっていますが、水産関係はそれほど大きな問題は

出ないと考えています。というのは、海は自然浄化作用があるので、養殖よりははるかに自然

で泳いでいる魚の方が健康にいいと考えています。  

 そういう部分と、トレーサビリティについても現在我々メーカーも必死にやっています。一昨年

までは野菜の産地も全部書いていたんですが、最近表示が非常にうるさくて、うるさいという表

現が適切かどうかわからないんですが、全部書かなくちゃいけなくなりました。我々の口に入っ

てくるまでの加工手順も全部入るんです。そうすると表示し切れない状態なんです。表示しき

れないのはどの部分かというと、例えばアミノ酸等という表示がある。アミノ酸は合成の調味料

だからよくないという人がいる。アミノ酸は健康にいいんじゃないかという人もいる。そうすると、

アミノ酸等と表示する場合に、蛋白加水分解物レベルまでおりていかなくちゃいけない、狂牛

病が起きれば蛋白加水分解物にゼラチンが含まれていたからこれはだめだという。最初の段

階では蛋白加水分解物の段階で狂牛病の関係にはないんじゃないかという結論だったんです

が、それ以上表示するレベルを下げてしまうんです。すると、書くところがないんです。それでと

うとう私どもは、ラベルの大きさを従来の２倍にしまして、表はもうシンプルでいいですけれど裏

は写真つきの表示にするんです。そこまで来ているのも現状でして、ここでトレーサビリティの

問題を明確にすると、必要か必要でないかの部分をきちっと分けていただかないと、箱中に全

部表示することになります。  

 何という表現したらいいか、本当に困りました。恐らく加工品もこれから産地名を書くことにな

ると思うんです。そのため非常にシンプルな製造方法に切りかえてはいるんですが、そのシン

プルな製造方法がどこまで追いつくかだと思うんです。ただ、例えば輸入物の原料を対輸入と

いうふうに考えないでいただきたいというのがあるんです。やっぱり国産は国産のよさがある。こ

の前テレビで見て感動したんですが、北海道のマグロとして有名になった話として、今は大間

よりも向かい側の地域なんです。あれは感動しました。腹を縦にして入れるとか、マグロの処理

方法が違うんです。今築地で一番マグロの値段が高いのはそこのマグロだというんです。大間

の向かいなんです。函館の方にあるんです。  
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 これが、実はマグロ漁再開し初めて５年目か６年目なんです。それで、それを教えたのが高

知の方たちだったりしています。その人たちに教えて、その教えてくれた人たちはそこで一緒

にとっていいことになっているんです。ところが、大間のマグロよりは相場が高いんです。なぜ

かなといったら、揚げる前に電気ショックで殺すんですね。マグロが暴れると身が厚くなるから、

釣り糸に輪を落としてやるんですね。それがマグロに当たって電気を通すと、その場で仮死状

態になります。そうするとおとなしい状態で揚げることができる。そして、揚げたらすぐに殺して

血抜きをして、生で送るんです。しかも今までマグロは横に寝せていたものを、腹を開けて腹を

上にするんです。そのほかに表面全部氷に直接触れないように、紙をかけてビニールをかけて、

直接体に当たらないようにする。それをやって、大間のマグロと言われていたものの相場を引

っくり返しているんです。  

 漁港単位の努力というものもそういうものじゃないのかなと思うんです。そして、対輸入魚とし

ては今は地場の三陸の、いいタラが揚がっています。すごく形もいいし、こういうものはこれから

も復活してくるわけです。でもこれももし水産加工で使ったら３日でなくなるでしょう。私どもです

と魚を一日で３０トンぐらい使います。三陸産の魚等を使いたいんですが、３０トンずつ近海でと

るとやっぱり近海ものはすぐなくなります。魚を使うのはうち１社じゃないですから、そういう点か

ら見ても、海外だから悪いというレベルではもうないと思います。アメリカの資源バランスは非常

によくて、スケソウダラは永遠に続くだろうと言われています。漁獲枠がふえているんです。イギ

リスの自然保護団体が、スケソウダラは永久な資源として認定してもいいんじゃないかという位

です。管理漁業というのがきちんとされている国は別として、日本がそれをされていない国に指

導していく問題だと思います。水産物の需要はこれからますます増大します。現在も１月の後

半から非常な勢いです。鳥もだめ、豚もだめ、牛もだめなものですから、急速に前半戦悪かっ

た部分を完全に取り返して、独走体制になっています。鍋で食べれて安全なのはタラしか現在

ないものですから、タラなんか特に伸びています。  

 三陸産のタラを食べたらおいしいんですが、すぐなくなります。そういうデリケートなものなん

です。北海道のようになったら終わりですね。ロシア海域は何もとれません。カニもとれない、み

んな中古車にばけちゃったんですね。日本の中古車を持っていくためにロシアは日本に、魚を

入れて中古車を積んでいったんですね。そうしているうちにとうとう北海道海域については、相

当厳しい状況になっています。ですから、世界的なバランスを考えるべきです。しばらくその海

域でとらないで、次の海域。次の海域が今度はなくならないように調整していくということです。
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日本の水産じゃなくて世界の水産を見た中の日本の生き方というふうに考えるべきだと私は思

います。  

○四ツ柳会長 ありがとうございます。多様な情報と御知見ありがとうございました。  

 大分盛り上がってきましたけれども、ほかの先生方から何か御意見はございませんか。  

○佐藤委員 何度かこの会議で発言もし、皆さんの話を聞きながら来たんですが、漁業数、資源

の問題における輸入の話、あるいは加工の問題、流通の問題、いろいろ多岐にわたって水産

関係の話をいろいろ聞いたり見たりしてきたなかで、実は一つ大きく私は忘れていた部分があ

りました。けれども、私だけが忘れていたのであって、この会議は忘れていないということを今日、

発見しました。  

 それは、前からちゃんと読めばちゃんとわかってたはずなんですけれども、やっぱり斜め読み

しかしていなかったんだなということなんです。それは、「はじめ」というページの絵があるところ

の、「また、水産業は」という行から始まるところです。「水産業は食糧産業であると同時に環境

保全産業だ」という記述です。このあたりの記述を、すっとただ読んで、これは何かなというよう

な、そういう程度の読み方、あるいは理解しかしてなかったんですが、別な機会に、この水産業

の持つ機能を、先ほど熊谷さんが水産業はいろいろな多機能の別な機能を持っているというよ

うなそういう話をちょっとされたんですが、水産業の持つ、ほかのいろいろ機能を学ぶ機会があ

りました。そのことを学んで、今日見ましたら、そこで学んだことがここにきちっと書いてあるので

大変びっくりいたしましたし、また感動もしたんです。水産業が環境保全型産業だということは

どういうことだろうというようなことを、恐らく私はこの間まで余り気がつかなかったし、ここにいる

方々のうちの何人かも恐らく気がついていないと思うんですが、大変大事な部分だなと思いま

す。  

 そして、これが基本になっているんであれば、ここに揚げられているこの数字のいろいろなこ

とに関して私も不満があるし、疑問もあるんですが、こういうことをきちっと協議をしていくんであ

れば、この数字は何とかなるんじゃないかなとそんな感じます。  

 具体的に何のことかと言いますと、先ほど、ここに揚がるタラは３日でなくなるというお話しをさ

れたんですけれども、タラならず大変な数量のものが輸入されています。しかも輸入した方が

いいものもあるんですけれども、中には輸入しなくともいいものもある。物すごい量の食糧が水

産ならず輸入されています。それがどこに行くんだろうと皆さん考えたことがあるかなと思いま

す。これは全部海に行くんです。ここに書いてあるんです。私もこの文章を見ていたんですが、

余りきちっと理解していなかったんです。もし、海へ行かなかったらば、日本列島は重さで沈没
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してしまうんですから。それはオーバーな話です。だけれども、海に行ったらどうなんだろう。た

だ海に行ったらもう富栄養になってだめになっちゃうんです。それが水産業によって健全な状

態にもってきているという、そういう部分が、大事なんだなということをつくづく、今日は最後です

けれども、最後で大変いい勉強をしました。  

 宮城県は、例えば遠洋あり近海あり、いろいろな漁業をやって、なおかつ水産加工もやって

いる。そういう県というのは余りほかにないんじゃないかなと思います。宮城県だからこそ、漁業

を論じてもいいし、加工を論じてもいいし、資源の問題を論じてもいいほど、加工もいっぱいや

っています。またそのために輸入もしていますから輸入の問題を論じてもいい。全部これらを論

じられる県は宮城県しかないんじゃないかというくらい思っています。  

 ですから、ぜひ、宮城県は今まで以上に頑張らなくっちゃならないんです。その裏づけにな

る部分を私たちの県はきちっとやっていますよということを、ここ宮城県から発信できるんじゃな

いかなと今日感じたわけであります。以上です。  

○四ツ柳会長 ありがとうございました。  

○木村委員 もう一つつけ加えて、関連してお話ししたいと思います。  

 私もここの「はじめ」のところをお話ししようと思ったんです。古い時代は山に木があり、栄養に

富んだ豊かな水が川を下り、植物性プランクトンを発生させ、それをもとに稚魚が育つという、

そういう環境の中で生活していたことだと思うんですが、最近は、使い捨ての水、あるいは浄化

した水が川に入っているということ。海の貝、あるいは海草、海の生物がそれを循環して直して

いる。この前、広島のある学者が発表していたのを見ますと、カキ１個で１日１０リットルの水を

循環しているということです。広島のカキ施設で試算しますと、１週間内で広島湾の水は循環

できるというような、学者の発表された内容を見ました。そういうことで、やはり県民にも漁業とい

うものは、ただただ養殖業等という存在だけではなく、ほかからそういう物質が入るものの循環

もあわせてしているんだということを、大きく行政側からも、あるいは、みんなで宣伝、アピール

するべきではないかなと感じました。  

○四ツ柳会長 ありがとうございました。  

 大事な視点がきちんと入っているということの御認識をいただいて、大変ありがとうございまし

た。  

 そのほかありましたら、まだ発言を頂いてない委員の先生方からもお願いします。  
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○工藤委員 シナリオ全体は大変すばらしくまとまっていると思いました。ただ、３点ぐらい質問し

たいと思います。あるいはこの後検討することになっているのかもしれませんが、それならそれ

でよろしいということで、少しお聞きしたいことがあります。  

 一つは先ほど来問題になっている経営体の話なんですが、一応経営体の生産額は出してお

りますけれども、この経営体のイメージがこの表だけでは、浮かんでこないと思います。つまり、

どのくらいの船を投資しているのか、その投資額がいくらで、売上がいくらで、所得がいくらかと

いうことです。経営体の安定ということを盛んにおっしゃっておりましたが、数値的な裏づけも含

めてちょっとイメージがわかないので、例えば遠洋漁業の場合は、何トンの船を使うのか、沿岸

の場合はこういうタイプだとかというのが必要ではないかと思います。さっきちょっとお話があっ

たアクションプランの方で記載するということであれば、それでも結構なんですが、多少イメージ

がわくような話がこの中に盛り込まれていてもよかったのではないかなという感じが第１点です。  

 それから、第２点は、先ほど来環境のことがいろいろと話題になっておりますが、水産業が大

きな環境保全機能を持っているということであれば、部会長もおっしゃっていましたけれども、

それが幾らになるのかというその効果を算定してほしいと思います。今世界の農政の流れとい

うのは環境支払いです。そういう環境に対する便益を与えている主体に対してその分を払って

いこうという方向で動いていますし、もう既に新しいプランもそっちの方向で動こうとしています。

国に対する要望でも、あるいは宮城県単独の施策でもいいんですが、環境直接支払い的なも

のをきちんと盛り込んでおいた方がよろしいのではないかなと思います。  

 それと、どの経営体にとっても、ここでは一応目標値は出していますが、ある一定の水準の所

得を達成するというのは非常に難しいだろうと思います。その場合でも誰でもいいとわけではあ

りませんが、一生懸命頑張って、そして目標額を達成しようと思っている経営体に対して、いざ

というときのリスクを補填するような経営所得安定対策が必要ではないかと思います。これは農

政の一つの流れになっていますし、別に日本だけの話じゃありません。ある種、そういう経営所

得安定対策的なものがあってもよかったのではないかなと思います。消費者に対する安全・安

心対策はあるんですが、経営体に対する安全・安心対策として、最も肝心な所得の面のリスク

をどう補てんするのかということです。これは保険制度等も含めていろいろありますので、そこを

どこかに盛り込んでおいていただきたかったなという感じがします。  

 それから、最後ですが、この基本計画案の１７ページあたりから安全・安心、あるいはトレーサ

ビリティが記載されておりますが、先ほど話題になったように、宮城県はカキの偽装表示の問題

等で大変な思いをしてきました。そういう安全・安心対策も含めて、あるいは偽装表示対策も含
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めて、そういうリスクを一体誰が評価するのか。それからリスクを誰が管理するのか。それから、

そのリスクコミュニケーションについては多少書いてありますけれども、リスクの評価とリスクの管

理に関して誰がやるのかというのはこの案からははっきり読み取れないです。  

 ですから、水産王国宮城にとっては、この問題も含めてそのリスクの評価と管理の部分がこの

シナリオの中に明示的に書き込まれていたら、ああここでやるのかなと思わせることができたの

ではないかと思います。そうなればアクションプログラムをつくってぜひそれらの対策をやって

いただきたいという感じになったのではないかなと思いました。そんなような感想を持ちました

ので、何か少しでも今提案したことについて盛り込んでいただけるようであれば、検討していた

だきたいと思います。以上です。  

○四ツ柳会長 具体的な御提言ありがとうございました。  

 これは今の監視指導体制を充実強化していきますというところの、１７ページ「安心・安全」の

ところに記載があるります。これは実施計画の中で取り上げるのかなと思って、私は見ておりま

したが、これは県で何か、監視指導を充実しますというあたりは具体的なプランの予定があるの

でしょうか。  

○事務局 その件につきましては、具体的な取り組みをどうするかという段階で考えなければなら

ない問題だなと思っておりました。実は先ほどから議論していた国に対する働きかけというとこ

ろに多分入っていくのかなと思います。要するに、国全体としての取り組みが必要な部分という

のは相当出てくるんではなかろうかなと思います。例えば表示にしても、先ほど木村委員がお

っしゃったとおり、表示を一体誰が監視するのかというような問題もございます。そういったこと

になると、一つの県だけでどのぐらいの取り組みができるものかというのは、検討する必要はあ

るのですが、国に対して申し入れをする部分というのが非常に大きいのではなかろうかと思い

ます。それはいわゆる実施に移る段階で考えていかなければならない問題だろうと思います。  

 それと、一番先の遠洋漁業とか沖合漁業とか、そういった漁業のイメージといったものをどこ

かに記載するべきじゃなかろうかというお話がございました。この計画に使われている言葉の中

で、説明が必要な部分については、別途説明集といいましょうか、そういうものをつくらなけれ

ばならないなと思っております。その中に盛り込めればと思います。  

○四ツ柳会長 ありがとうございました。  

○工藤委員 リスク分析に関しては当然国がやっているし、これから一生懸命やろうとしているん

です。宮城県特有の問題として水産王国であることと、カキの問題がああいう格好で問題にな

った経験があることが挙げられます。そうすると国全体のリスク管理よりは、リスク評価ももちろん
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そうなんですが、宮城県単独で立ち上げておくぐらいの気構えがないと、まずいのではないか

と思います。ですから、今の御発言は国の対応待ちというような感じなんですが、それだったら

それでいいかもしれませんが、水産王国である宮城県としてはもう少し国をリードするような具

体的な取り組みを私は期待したいと思いました。  

 それと、あと経営体の問題として数値でもいいんですが、要するにどのくらいの投資をして、

どのくらいのコストがかかって、売り上げがどのくらいで所得がどのくらいなのかということがわか

らない。それがわからなければ、売り上げがいくらであっても、それが漁業者の安定につながる

かどうかということは全くわからないんです。つまり、コスト分析が何もないので、何か別なものを

前提としたのであれは、文章の中に書き込んでいただきたいと思います。  

○四ツ柳会長 ありがとうございました。  

 統計に関する試算をした担当者として何かコメントがございましたらお願いします。  

○工藤委員 今の質問は遠洋漁業というより沿岸の方の、いわば魚家型のところの問題です。  

○四ツ柳会長 検討の過程でデータがあったんではないかというということですので、ちょっと御

紹介いただきたいと思います。  

○事務局 目標設定の途中の段階で、今、お話がありました沿岸漁業なり、あるいは養殖業なり

の部分につきまして、統計値といたしまして、所得が幾らになれば、総生産額いくらかというよう

な数字は概算しております。そういったものをもとにした上で、一応積み上げをしていくというな

ものでございます。なかなかそれをどういうふうに盛り込もうかということになると、盛り込み方等

の工夫が必要になるのかなと思っております。  

 ちょっとこれは検討してみたいと思います。  

○工藤委員 しつこいようで申しわけないんですが、これだと売り上げが１，２００万円で、これだけ

で暮らせるよと読んでしまうんです。そうすると、さっき申し上げた環境直接支払いみたいなも

のがなくたって生活できます、あるいは経営所得安定対策がなくとも経営体が自立的に生活が

できますよという案になってしまうんです。ですから、そこをやっぱり絡める必要が私はあるので

はないかと思います。  

 恐らく沿岸の魚値が相当頑張って１、２００万円の売り上げを達成したとしても、これを継続的

に達成できるという保障はないし、大変苦しいのではないかと考えます。そのときに環境支払い

等と絡めながら、漁業経営体が役割を発揮していくというシナリオに私はなるような気がしてい

たものですから、その辺を少し書き込んでいただきたいと思いました。  

○四ツ柳会長 ありがとうございました。  



 - 26 -  

 部会長の谷口先生から、若干水産環境直接支払いのことも含めて検討の過程を御紹介いた

だきたいと思います。  

○谷口水林部会長 大変重要な御指摘をいただきましてありがとうございました。  

 沿岸の生物の水産生物による環境保全機能に関しては、まだ十分に計算できるまでのデー

タがそろっておりません。しかし、最近の水産庁を中心にした幾つかの新しい研究で、まだ公

表してはおりませんが、カキとか幾つかの生物については、先ほど木村委員がおっしゃったか

と思いますが、計算できるだけの資料がそろってきています。それから、最も重大な一次生産

者である海藻、つまり昆布やワカメやノリに関しては近々それらの成果が公表される段階にな

っています。ですから、宮城発として初めて環境支払いに関する基礎的なデータが少なくとも

今年中にはそろっていくという予定なので、この基本計画若しくはアクションプランの中で具体

的に提案できるときがくるということをお約束申し上げます。以上です。  

○四ツ柳会長 ありがとうございました。  

○木村委員 今の問題ですが、４日ほど前、全魚連の政策部会がありました。同じような形で全魚

連も１０年後のすう勢値なり目標値を立てて今進んでいます。そこでも、所得が下がっていくそ

のリスクを誰が補償するんだという問題になり、これは国に対して、水産業の補償の問題を提

案していくことを検討しようという段階で、この前の議会は終わったんですが、これも着々とこれ

から進めていきます。国に対して漁業補償型、例えば昭和２０年代に国が漁業権を買い上げ

た、ああいう大々的な補償型でもって漁業を補てんしなかったら日本の漁業は終わりだという

問題意識で動いています。宮城県もそういう大きな視野の中で動いていただければと思います。  

○四ツ柳会長 ありがとうございました。  

 大体時間が来てしまったわけですが、この後、基本計画をこの議論をもとに立てていくことに

なります。基本計画のスケジュール等も御紹介いただきながら、本日いただいた多様な意見の

具体化に向けて努力していただくことになると思います。一応、今日の審議の議論はここまでと

させていただきます。  

 今後のスケジュールについて事務局の方からお話をいただきたいと思います。  

○事務局 今後のスケジュールについてでございますが、資料の３をごらんいただきたいと思いま

す。  

 そこには、これまでの経過とこれからという部分が、記載してございます。具体的には本日の

審議会での御意見を踏まえまして、谷口部会長と事務局で協議の上、答申のとりまとめをいた
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したいと思います。この答申につきましては１月２９日の午後に四ツ柳会長から知事に対して答

申をしていただく予定になっております。以上でございます。  

○四ツ柳会長 ありがとうございました。  

 それでは、今御説明がありましたように、１月２９日木曜日の午後に、知事に対して答申を行う

予定になっております。その席には、谷口部会長にも御同席いただく予定でございます。  

 さて、大分時間も経過してまいりましたので、最後のとりまとめについてお諮りを申し上げたい

と思います。本日も委員の先生方から多様な御意見をたくさんちょうだいいたしましたので、そ

れを、先ほど御案内申し上げましたとおり事務局と谷口部会長でまず協議の上、整理をした上

で、最終的には、私に御一任をさせていただきたいと思います。よろしゅうございますでしょうか。  

  （「異議なし」の声）  

○四ツ柳会長 それでは、今のような手続きで進めさせていただきます。  

 私と部会長及び事務局でまとめさせていただいた結果を１月２９日木曜日に知事に答申をし

たいと思います。  

 

 （２）その他  

○四ツ柳会長 ２番目のその他でございますが、事務局からその他について何かございましたら

お願いいたします。  

○事務局 短い時間の中で熱心な話し合いをいただきありがとうございました。  

 「みやぎ海とさかなの県民条例」に基づく基本計画については、今御承知をいただきましたと

おり、会長及び部会長と事務局で作業を進めさせていただきたいと思います。  

 なお、今後の審議会の開催につきましては、会長と御相談させていただきまして、その後の

進め方について、皆様方に御案内させていただきたいと思っております。  

 以上、事務局からの連絡でございます。  

○四ツ柳会長 ありがとうございました。  

 ほかに何もなければ、これで、今日の審議会の議事一切を終了させていただきたいと思いま

す。  

 なお、昨年来ずっとこのメンバーで審議会を開催してまいりましたが、この審議会としては、今

回の審議をもってすべて終了ということになります。  

 委員の皆様方には、本日のすばらしい理念を持った答申が生まれるまでの過程で、たくさん

の御尽力をいただきました。ここで会長として心から御礼を申し上げたいと思います。  
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 これを基盤として、宮城県の、特に今審議いたしました水産業関連の事業が発展していきま

して、県民が暮らしやすい宮城県になることを期待しております。  

 大変ありがとうございました。 

（拍手） 

  

 ３．閉 会  

○事務局 それでは、最後に遠藤産業経済部長より御礼のあいさつを申し上げます。  

○遠藤産業経済部長 皆さん大変お忙しいところ、この審議会及び水林部会に御参画をいただ

いて、貴重な御意見を賜りまして心から厚く御礼を申し上げます。  

 今日もお話がいろいろ出ました。大変立派な基本計画の案であるということで、会長から御答

申をいただくという手はずになりました。しかしながら水林部会でも、今日の審議会でもさまざま

な御意見が出ております。これらの御意見のひとつひとつを課題として私たちも重く受けとめて

おります。我々執行部としましては、今後、アクションプログラムという段階へ、作業を移行いた

します。その段階では、具体的にお話をいただいた件も含めて、しっかりフォローして、アクショ

ンプログラムの中に的確に反映してまいりたいと考えております。  

 大変お忙しいところを本当にありがとうございました。重ねて心から厚く御礼を申し上げます。  

○事務局 以上をもちまして、第１０回宮城県産業振興審議会を終了させていただきます。  

 委員の皆さまどうもお疲れさまでございました。  


